
令和８年度採用 

（公社）和歌山県観光連盟 本部事務補助職員採用試験案内  
（申込及び問合せ先） 

（公社）和歌山県観光連盟 

 和歌山市小松原通１－１ 和歌山県観光振興課内 

     TEL 073 (422) 4631 

 

 

１ 受付期間・試験日時・試験会場・合格発表 

受付期間 

令和８年１月２０日（火）～令和８年２月５日（木） 

郵送による受付 

※ 詳細は、「６ 受験手続及び受付期間」をご覧ください。 

試験日時 
令和８年２月２２日（日）１０時００分 

教養試験・面接試験 

試験会場 
和歌山県民文化会館 ４階 ４０２会議室 

（和歌山市小松原通１－１） 

合格発表 

令和８年３月上旬 

※ 受験者全員に通知します。また、合格者の受験番号については、ホ

ームページにおいて公開します。 

電話での合否の問合せについては、お答えできません。 

 

 ２ 採用予定人数・勤務場所・主な業務内容 

採用予定人数 勤務場所 主な業務内容 

１名 
（公社）和歌山県観光連盟 

本部（和歌山市） 

窓口・電話等による観光案内業務 

文書・パンフレット等の発送業務 

後援名義等簡易な起案業務 

会計・庶務に関する事務補助 

データのパソコン入力等の事務補助 

 

 ３ 受験資格 

   次のいずれかに該当する人は、受験できません。 

    ア 日本国籍を有しない人 

    イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく 

なるまでの人 

    ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

  

 ４ 試験等の方法及び内容 

試験種目 配点 内  容 

教養試験 ３００点 事務補助職員として必要な基礎能力についての筆記試

験（３０題、５０分） 

面接試験 ５００点 人物、能力、性格等についての面接 

※ 合格者は、各試験種目の総合得点順に決定します。 

ただし、面接試験には合格基準があり、１つでも基準に達しないものがある場合、総

合得点が高くても不合格となります。 

 



５ 勤務条件等 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 受験手続き及び受付期間 

 

申込方法 

「令和８年度採用 公益社団法人和歌山県観光連盟 本部事務補助職

員採用試験申込書」を下記配布先で入手のうえ、必要事項を記入し、

申込み受付期間内に下記の申込先へ持参または郵送により申し込んで

下さい。 

 ①職員採用試験申込書 

 ②写真票 

 ③受験票（切り取って官製ハガキの裏面に貼付してください。表面

には 85円分の切手が貼られていることを確認してください。 

なお、提出された書類は返却いたしません。 

受付期間 

令和８年１月２０日（火）～２月５日（木） 

 ※ 持参の場合は、和歌山県庁閉庁日を除く、９時から１７時４５分

まで、（公社）和歌山県観光連盟本部（和歌山県庁東別館２階 

和歌山県観光振興課内）で受け付けています。 

 ※ 郵送の場合は、令和８年２月５日（木）までの消印有効です。必

ず簡易書留郵便とし、封筒の表に「受験申込み」と朱書きして下

さい。 

 ※ 応募された方には、受験番号を記した受験票をお送りします。 

令和８年２月１６日（月）までに受験票が届かない場合は、至 

急、申込先へ問い合わせて下さい。 

 

任用期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの１年間 

※ 本人の勤務実績等により、３回まで再度の任用が可能です。 

 （最長４年間の継続勤務が可能） 

勤務形態 週５日（土日・祝日除く） 

午前９時から午後５時３０分まで（休憩１時間） 

報 酬 等 ○報  酬  日額９，４１３円～日額９，９３８円 

 ※ 事務補助職員としての経歴に応じ、報酬額が異なります。 

 ※ 上記報酬額には、地域手当相当分を含んでいます。 

○通勤手当  月額２，０００円～月額５５，０００円 

 ※ 交通機関・交通用具使用で、通勤距離が２ｋｍ以上の場合、通勤距

離に応じて支給します。 

○期末手当  １．２６２５月分を年２回（６月及び１２月）支給。ただ

し、在職期間に応じ、支給額が異なります。 

〇勤勉手当  １．０６２５月分を年２回（６月及び１２月）支給。ただ

し、在職期間に応じ、支給額が異なります。 

※上記の報酬等の記載内容については、今後、変更する可能性があります。 

福  利 健康保険、厚生年金保険、雇用保険 

休  暇 ○年次有給休暇 勤務日数に応じ付与（採用１年目の場合は１０日付与） 

○夏季休暇   ３日（６月から１０月までの期間） 

○特別休暇   忌引休暇（有給）、病気休暇（有給）等 

勤 務 地 （公社）和歌山県観光連盟 本部 

（和歌山市小松原通１－１ 和歌山県庁東別館２階 観光振興課内） 



申 込 先 

申込先：〒640-8585 

     和歌山市小松原通１－１ 和歌山県観光振興課内 

    （公社）和歌山県観光連盟 

電 話：073(422)4631 

 

  ＜試験申込書の配布＞ 

    ホームページ［和歌山県公式観光サイト（https://www.wakayama-kanko.or.jp）］から入手

（ダウンロード）することができます。 

また、下記の場所でも配布します。 

配布場所 所在地 電話 

（公社）和歌山県観光連盟 

和歌山市小松原通 1-1 

（和歌山県庁東別館 2階 

県庁観光振興課内） 

073-422-4631 

和歌山県名古屋観光センター 
愛知県名古屋市中区栄 4-1-1    

（中日ビル 5階） 
052-263-7273 

和歌山県東京観光センター 
東京都千代田区有楽町 2-10-1 

（東京交通会館地下 1階） 
03-3216-8000 

 

７ その他 

 （１）試験当日は、受験票及び筆記用具を持参してください。択一式試験は、マークシート方式に 

より実施しますので、ＨＢの鉛筆(シャープペン不可)よく消える消しゴムを必ず用意してく 

ださい。 

 （２）受験者が、申込み及び受験にあたり必要となった費用は、すべて受験者の負担となります。 

 （３）申込書等に記載された個人情報については、本採用試験以外の目的には一切使用しません。

なお、最終合格者の個人情報については、人事情報として使用します。 

 （４）本試験の終了時間は１２時００分頃を予定しています。面接を終えた方から順に御退出いた 

だきます。面接の順番によっては、１２時を越えることがあります。 

（５）試験時間中の携帯電話、スマートウォッチ等通信機器類の使用を禁止します。電源を切っ 

てかばん等にしまってください。試験中にこれらの機器を操作した場合は、不適切な行為とみな

し、採点対象外または評価に影響する場合があります。 

 

８ 荒天等の非常時について 

荒天等の非常時は、試験日程等を変更することがあります。その場合、試験当日の午前７時 

までにホームページ［和歌山県公式観光サイト（https://www.wakayama-kanko.or.jp）]に掲載 

する予定です。 

試験当日、荒天等が予想される場合は、必ず上記サイトを確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山県民文化会館（和歌山市小松原通 1-1）へのアクセス 

 

○南海電鉄「和歌山市駅」より 

・徒歩 約 20分 

・タクシー 約 5分 

・バス 約 10分（2番のりば） 

「県庁前」バス停下車（バス停より約 300m・徒歩約 4分） 
 

○JR「和歌山駅」より 

・徒歩 約 35分 

・タクシー 約 10分 

・バス 約 10分（2番のりば） 

「県庁前」バス停下車（バス停より約 300m・徒歩約 4分） 

 

※バスの時刻・料金等については、和歌山バスのサイトにてお確かめください。 

  

○お車をご利用の方 

阪和自動車道「和歌山 I・C」より 約 15分・約 5km 

 

＊駐車にあたっては周辺の民間有料駐車場を御利用ください。試験会場付近での迷惑駐車を発見 

した時は、受験できない場合があります。 

＊案内図は略図ですので正確な場所は各自で確認しておいてください。 

＊試験会場内での喫煙はできません。 

 

試験会場案内図 

https://transfer.navitime.biz/wakayamabus/pc/map/Top

